
（増刊 27）東 京 都 公 報令和5年3月31日（金曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

２７

規

則
（
教
）

○
東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
教
育
委
員
会
公
印
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
公
立
学
校
等
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
�

○
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
�

○
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
�

○
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
立
学
校
教
育
管
理
職
の
業
績
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
公
立
学
校
事
務
職
員
等
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
�

○
東
京
都
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
教
育
委
員
会
の
任
命
に
か
か
る
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
見
舞
金
の
支
給
に
関
す

る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

訓

令
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
表
彰
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
立
学
校
事
案
決
定
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
庁
処
務
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
指
導
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
部

国
際
教
育
企
画
課

国
際
交
流
教
育
課

第
三
条
第
六
項
中
「
指
導
部
」
の
下
に
「
及
び
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
部
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
七
項
中
「
指
導
部
長
」
の
下
に
「
又
は
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
部
長
」
を
加
え
る
。

第
五
条
の
表
指
導
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
部

国
際
教
育
企
画
課

一

国
際
教
育
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

日
本
語
指
導
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

部
内
他
課
に
属
さ
な
い
こ
と
。

国
際
交
流
教
育
課

一

教
育
に
係
る
国
際
交
流
事
業
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。
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令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
経
営
支
援
室
の
項
第
一
号
中
「
第
七
号
」
を
「
第
六
号
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
削

り
、
同
項
第
七
号
を
同
項
第
六
号
と
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
支
援
セ
ン
タ
ー
に
」
の
下
に
「
学
校
経
営
支
援
担
当
部
長
及
び
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
学
校
経
営
支
援
担
当
課
長
」
を
「
室
の
課

長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
課
長
の
」
を
「
管
理
課
長
又
は
室
の
課

長
の
」
に
、
「
課
長
を
」
を
「
管
理
課
長
又
は
室
の
課
長
を
」
に
、
「
課
長
に
」
を
「
管
理
課
長
又
は

室
の
課
長
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
学
校
経
営
支
援
担
当
課
長
」

を
「
室
の
課
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
課
長
（
室
長
及
び
学
校
経

営
支
援
担
当
課
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
管
理
課
長
」
に
改
め
、
「
（
室
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

室
の
課
長
（
室
長
及
び
学
校
経
営
支
援
担
当
課
長
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
学
校
経
営
支
援

担
当
部
長
の
命
を
受
け
、
室
の
事
務
又
は
担
任
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
り
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す

る
。

第
六
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

学
校
経
営
支
援
担
当
部
長
は
、
所
長
を
補
佐
し
、
所
長
の
命
を
受
け
、
担
任
の
事
務
を
つ
か
さ
ど

り
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
七
条
第
二
号
中
「
支
所
長
、
課
長
」
を
「
管
理
課
長
」
に
改
め
、
「
及
び
休
暇
」
を
「
、
休
暇
、

職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
そ
の
他
の
服
務
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
こ
と
」
の

下
に
「
（
学
校
経
営
支
援
担
当
部
長
の
権
限
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

（
学
校
経
営
支
援
担
当
部
長
の
決
定
対
象
事
案
）

第
七
条
の
二

学
校
経
営
支
援
担
当
部
長
の
決
定
す
べ
き
事
案
は
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

支
所
長
及
び
室
の
課
長
の
出
張
、
研
修
命
令
、
休
暇
、
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
免
除
そ
の
他

の
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

経
営
支
援
室
に
属
す
る
重
要
な
事
項
に
関
す
る
報
告
、
答
申
、
進
達
及
び
副
申
に
関
す
る
こ
と
。

三

経
営
支
援
室
に
属
す
る
重
要
な
告
示
、
公
表
、
通
達
、
申
請
、
照
会
、
回
答
、
諮
問
及
び
通
知

に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
課
長
」
を
「
管
理
課
長
及
び
室
の
課
長
」
に
改
め
、
同
条

第
一
号
中
「
、
超
過
勤
務
、
休
日
勤
務
、
週
休
日
の
変
更
」
を
削
り
、
「
及
び
給
与
の
減
額
免
除
の
承

認
」
を
「
そ
の
他
の
服
務
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
課
長
」
を
「
管
理
課
長
及
び
室
の
課
長
」
に

改
め
、
「
、
超
過
勤
務
、
休
日
勤
務
、
週
休
日
の
変
更
」
を
削
り
、
「
及
び
給
与
の
減
額
免
除
の
承

認
」
を
「
そ
の
他
の
服
務
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
所
長
」
を
「
学
校
経
営
支
援
担
当
部
長
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
室
長

及
び
学
校
経
営
支
援
担
当
課
長
」
を
「
室
の
課
長
」
に
、
「
支
所
長
」
を
「
学
校
経
営
支
援
担
当
部

長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
学
校
経
営
支
援
担
当
課
長
」
を
「
室
の
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
課
長
代
理
は
、
」
、
「
と
も
に
」
及
び
「
も
っ
て
」
の
下
に
「
室
の
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項

中
「
学
校
経
営
支
援
担
当
課
長
」
を
「
室
の
課
長
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
を
削
る
。

第
十
六
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
室
長
及
び
学
校
経
営
支
援
担
当
課
長
」
を
「
支
所
長
及
び
室

の
課
長
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
六
条
の
二
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
七
条
中
「
所
長
」
を
「
学
校
経
営
支
援
担
当
部
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
東
京
都
東
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
蔵
前
工
業
高
等
学
校
」
を
「
蔵
前
工
科

高
等
学
校
」
に
、
「
墨
田
工
業
高
等
学
校
」
を
「
墨
田
工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
荒
川
工
業
高
等
学

校
」
を
「
荒
川
工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
足
立
工
業
高
等
学
校
」
を
「
足
立
工
科
高
等
学
校
」
に
、

「
本
所
工
業
高
等
学
校
」
を
「
本
所
工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
葛
西
工
業
高
等
学
校
」
を
「
葛
西
工
科

高
等
学
校
」
に
改
め
、
同
表
東
京
都
中
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
中
野
工
業
高
等
学
校
」

を
「
中
野
工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
杉
並
工
業
高
等
学
校
」
を
「
杉
並
工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
北
豊

島
工
業
高
等
学
校
」
を
「
北
豊
島
工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
練
馬
工
業
高
等
学
校
」
を
「
練
馬
工
科
高

等
学
校
」
に
改
め
、
同
表
東
京
都
西
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
府
中
工
業
高
等
学
校
」
を
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「
府
中
工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
町
田
工
業
高
等
学
校
」
を
「
町
田
工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
小
金
井

工
業
高
等
学
校
」
を
「
小
金
井
工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
多
摩
工
業
高
等
学
校
」
を
「
多
摩
工
科
高
等

学
校
」
に
、
「
田
無
工
業
高
等
学
校
」
を
「
田
無
工
科
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
東
京
都
東
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
支
所
の
項
中
「
墨
田
工
業
高
等
学
校
」
を
「
墨
田

工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
葛
西
工
業
高
等
学
校
」
を
「
葛
西
工
科
高
等
学
校
」
に
改
め
、
同
表
東
京
都

中
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
支
所
の
項
中
「
中
野
工
業
高
等
学
校
」
を
「
中
野
工
科
高
等
学
校
」
に
、

「
杉
並
工
業
高
等
学
校
」
を
「
杉
並
工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
北
豊
島
工
業
高
等
学
校
」
を
「
北
豊
島

工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
練
馬
工
業
高
等
学
校
」
を
「
練
馬
工
科
高
等
学
校
」
に
改
め
、
同
表
東
京
都

西
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
支
所
の
項
中
「
小
金
井
工
業
高
等
学
校
」
を
「
小
金
井
工
科
高
等
学

校
」
に
、
「
多
摩
工
業
高
等
学
校
」
を
「
多
摩
工
科
高
等
学
校
」
に
、
「
田
無
工
業
高
等
学
校
」
を

「
田
無
工
科
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
公
印
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

東
京
都
教
育
委
員
会
公
印
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
公
印
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

「
十
二
の
二

削
除

各
事
業
所
の
長
。

た
だ
し
、
都
立
中

央
図
書
館
は
管
理

部
総
務
課
長
、
東

京
都
教
職
員
研
修

十
三

事
業
所
長
印

１５

て
ん
書

方
二
一
ミ
リ

メ
ー
ト
ル

事
業
所
長
の
一
般

文
書
用

セ
ン
タ
ー
は
企
画

部
総
務
課
長
、
東

京
都
教
育
相
談
セ

ン
タ
ー
は
次
長
、

東
京
都
学
校
経
営

支
援
セ
ン
タ
ー
は

管
理
課
長

」

を「
十
三

事
業
所
長
印

１５

同

方
二
一
ミ
リ

メ
ー
ト
ル

事
業
所
長
の
一
般

文
書
用

各
事
業
所
の
長
。

た
だ
し
、
都
立
中

央
図
書
館
は
管
理

部
総
務
課
長
、
東

京
都
教
職
員
研
修

セ
ン
タ
ー
は
企
画

部
総
務
課
長
、
東

京
都
教
育
相
談
セ

ン
タ
ー
は
次
長
、

東
京
都
学
校
経
営

支
援
セ
ン
タ
ー
は

管
理
課
長

十
三
の
二

事
業
所

担
当
部
長

印

１５の２

同

方
二
一
ミ
リ

メ
ー
ト
ル

事
業
所
担
当
部
長

の
一
般
文
書
用

東
京
都
学
校
経
営

支
援
セ
ン
タ
ー
管

理
課
長

」

に
改
め
る
。

別
表
第
二
中

「

」
を
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「

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
公
立
学
校
等
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

東
京
都
公
立
学
校
等
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
立
学
校
等
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第

二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
二
の
部
東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
、
都
立
学
校
及
び
区
市
町
村
立
学
校
の
款
一

の
項
中
「
所
長
」
の
下
に
「
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
学
校
経
営
支
援
担
当
部
長
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間
講
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第

二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
中
「
二
、
五
八
〇
」
を
「
二
、
五
九
〇
」
に
、
「
二
、
六
六
〇
」
を
「
二
、
六
七
〇
」
に
、

「
二
、
七
八
〇
」
を
「
二
、
七
九
〇
」
に
、
「
二
、
八
六
〇
」
を
「
二
、
八
七
〇
」
に
、
「
二
、
九
六

〇
」
を
「
二
、
九
七
〇
」
に
、
「
三
、
〇
五
〇
」
を
「
三
、
〇
六
〇
」
に
、
「
三
、
一
五
〇
」
を

「
三
、
一
六
〇
」
に
、
「
三
、
二
五
〇
」
を
「
三
、
二
六
〇
」
に
、
「
三
、
三
五
〇
」
を
「
三
、
三
六

〇
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
中
「
一
九
四
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
九
四
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
四
一
、
一
〇
〇
円
」

を
「
一
四
一
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
十
八
」
を
「
十
七
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
分
の
二
万
二
千
」
を
「
一
万
分
の
二
万
一
千
五
百
」
に
改
め
、

同
項
第
二
号
中
「
一
万
分
の
一
万
十
二
・
五
」
を
「
一
万
分
の
九
千
五
百
六
十
七
・
五
」
に
、
「
一
万

分
の
一
万
六
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万
六
千
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
一
万
分
の
一
万
百
二

十
五
」
を
「
一
万
分
の
九
千
六
百
七
十
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万

五
千
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
万
分
の
五
千
七
百
八
十
五
」
を
「
一
万
分
の
五
千
五
百
六
十
二

・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
」
を
「
一
万
分
の
九
千
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
万
分
の
四
千

八
百
九
十
五
」
を
「
一
万
分
の
四
千
六
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
一
万
分
の
四
千

九
百
五
十
」
を
「
一
万
分
の
四
千
七
百
二
十
五
」
に
、
「
一
万
分
の
六
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
六

千
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
学
校
教
育
管
理
職
の
業
績
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

東
京
都
立
学
校
教
育
管
理
職
の
業
績
評
定
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
教
育
管
理
職
の
業
績
評
定
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
校
長
の
項
及
び
同
条
第
二
項
の
表
副
校
長
の
項
中
「
所
長
」
を
「
学
校
経
営
支

援
担
当
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

東
京
都
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第

五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
所
長
」
を
「
学
校
経
営
支
援
担
当
部
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
公
立
学
校
事
務
職
員
等
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号

東
京
都
公
立
学
校
事
務
職
員
等
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
公
立
学
校
事
務
職
員
等
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規

則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
平
成
十
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
処
務
規

則
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
の
二

学
校
経
営
支
援
担
当
部
長

処
務
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
支
援
セ
ン
タ
ー
の
学
校
経
営
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支
援
担
当
部
長
を
い
う
。

第
八
条
第
二
項
の
表
中
ニ
の
項
を
ホ
の
項
と
し
、
ハ
の
項
を
ニ
の
項
と
し
、
ロ
の
項
中
「
所
長
」
を

「
学
校
経
営
支
援
担
当
部
長
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
ハ
の
項
と
し
、
同
表
イ
の
項
中
「
支
援
セ
ン
タ

ー
」
の
下
に
「
管
理
課
」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ロ

支
援
セ
ン
タ
ー
経
営
支

援
室
及
び
支
所
経
営
支

援
室

当
該
支
援
セ
ン
タ
ー
の
学
校
経
営
支
援

担
当
部
長

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

東
京
都
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
の
授
業
料
等
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十

三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
四
項
中
「
含
む
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
」
を
加
え
、
「
毎
月
十
日
」
を
「
四
月
末
日
」

に
、
「
、
年
額
の
十
二
分
の
一
」
を
「
年
額
の
十
二
分
の
三
」
に
改
め
、
「
額
を
、
」
の
下
に
「
九
月

末
日
ま
で
に
年
額
の
十
二
分
の
九
に
相
当
す
る
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
た

だ
し
、
」
の
下
に
「
入
学
初
年
度
の
」
を
加
え
、
「
四
月
二
十
五
日
」
を
「
六
月
末
日
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
全
日
制
等
、
定
時
制
単
位
制
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
お
い
て
、
」

を
削
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
含
む
。
）
」
の
下
に
「
又
は
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
」
を
加
え
、
同
条
第
三

項
中
「
全
日
制
等
、
定
時
制
単
位
制
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
に
お
い
て
、
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

東
京
都
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
東
京
都
立
蔵
前
工
業
高
等
学
校
」
を
「
東
京
都
立
蔵
前
工
科
高
等
学
校
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
の
任
命
に
か
か
る
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る
規
則

を
廃
止
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

東
京
都
教
育
委
員
会
の
任
命
に
か
か
る
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
見
舞
金
の
支
給
に

関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
の
任
命
に
か
か
る
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
七
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所
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事

業

所

都

立

高

等

学

校

公
立
中
等
教
育
学
校

公
立
特
別
支
援
学
校

公

立

中

学

校

公

立

小

学

校

公
立
義
務
教
育
学
校

公

立

共

同

調

理

場

東
京
都
教
育
委
員
会
職
員
表
彰
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

第
六
条
第
三
項
中
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
号
中
「
東
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー

所
長
」
を
「
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
中
第
七

号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
部
長

第
六
条
第
三
項
中
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

教

育

庁

教

育

事

務

所

教

育

庁

出

張

所

事

業

所

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

別
表
二
中

「
部
長
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
を
含

む
。
）

課
長
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。
た
だ

し
、
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
の
支
所
の
学

校
経
営
支
援
担
当
課
長
を
除
く
。
）

を

学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
の
支
所
長

学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
の
支
所
の
学
校
経

営
支
援
担
当
課
長

」

「
部
長
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
を
含

む
。
）

課
長
（
こ
れ
に
相
当
す
る
職
を
含
む
。
）

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
事
案
決
定
規
程
（
平
成
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会
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別
表
４
の
部
⑴
の
項
校
長
の
欄
中
「
５

保
有
特
定
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
に
関

す
る
こ
と
。
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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